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英国検疫法令等調査報告 
 

【調査日時】平成 29 年 1 月 23 日(月)～平成 29 年 1 月 27 日（金） 

【調査場所】イングランド公衆衛生庁ヒースロー港湾保健局（ヒースロー空港） 

      サウサンプトン港湾保健局（サウサンプトン海港） 

 

【調査者】 横浜検疫所長 木村 博承 

      大阪検疫所検疫衛生課長 上野 健一 

健康局結核感染症課 IDES 医療専門職 齋藤 浩輝 

     同            中村 佐知子 

 

【対応者】 ヒースロー港湾保健局局長             Robert Sookoo 氏 

ヒースロー港湾保健局感染管理コンサルタント  Nicol Black 医師 

サウサンプトン港湾保健局感染管理研究員  Sandra Wastacott 氏 

 

【調査目的】 

近年、国際的な人や物の往来の進展、交通手段のめざましい発達等により、我が国において

は、航空機及び船舶による外国からの来航が飛躍的に進展しており、それに伴って、我が国に

常在しない感染症が侵入するリスクも増加している。 

このような状況の中、検疫所の役割は空港検疫及び船舶検疫の両面において感染症蔓延に対

する水際対策を担う部門として大きな意義をもつ。 

  しかし、我が国の検疫施策の根幹となる検疫法令は、現状にそぐわない部分も少なからず見

受けられるようになってきていることから、この度、諸外国の検疫法令等の現状を調査し我が

国の検疫関係法令の位置づけを確認することを目的とし、その一環として、この度、英国の検

疫関係法令等の調査を実施した。 
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【英国の行政組織（検疫法令関連）】 

◯英国連合（以後、「国」と称する）は、それぞれ独立した性格が強いイングランド、ウェールズ、

スコットランド及び北アイルランドの４つの国（以後、「州」と称する）の連合体で構成され、

それぞれの州の下に地方自治体があり、検疫を含む感染症関連施策を推進する行政組織は、国

の組織、州及び州の下にある地方自治体のそれぞれの組織が連携して、施策を推進している。 

◯国の組織では、保健省（DOH：Department of Health)がその役割を担っている。 

◯保健省の中に、事務次官と対等な立場での保健医療の専門職である首席医務監（CMO：Chief 

Medical Officer）が置かれている。公衆衛生や保健医療制度の基本はこのCMOが担当しており、

大きな発言権を持つ。（平均在任期間 12 年） 

◯州の組織では、それぞれの州における技術専門職により構成され施策の実施を任務とする公衆

衛生部門が、国の保健省と連携してその役割を担っている。 

◯イングランドにおいては、イングランド公衆衛生庁（PHE：Public Health England)となる。 

◯PHE は 1940 年から始動し、本部はウォータールーのウェリントンハウスにある。微生物研究は

コリンデイルやポートンダウンの BSL4 の研究施設を中心に行っている。 

◯空港及び港については、州内における地方自治体（LA：Local Authority)により運用されている。 

◯PHE は LA と独立した技術機関であり、世界では米国 CDC の次に規模が大きい公衆衛生機関で

ある 

◯４つの州は独立性が高く、特に法制度は後述のように３つに分かれ、法の制定や施策の実施等

については形式上独立した形となっているが、実質的には連携がよく取れた形で実施されてい

る。 

 

【英国の法制度】 

○英国の法制度は、国王の批准によって効力を持つ法律及び行政委任立法による法律の下、イン

グランド法、スコットランド法及び北アイルランド法の３つの法体系から構成されており、ス

コットランド法はスコットランドに、北アイルランド法は北アイルランドに、それぞれ独立し

た法律として機能しているが、イングランド法はイングランド及びウェールズの両域に対して

機能している。 
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【調査結果】 

１）法令体系について 

○検疫法令に関する大本の法律は、2008 年以前は「公衆衛生（疾病制御）法 Public Health (Control 

of Disease) Act 1984 （ただし partⅡ部分を除く）」であったが、2008 年から「健康社会福祉法

Health & Social Care Act 2008 (section 129)」に抜本的に改正されて、現在の「Health & Social Care 

Act2012」に至っている。 

○この法律を受けて、イングランド、ウェールズ、スコットランド及び北アイルランドの各州は、

それぞれ検疫を含めた関係法を州法として定めている。 

○これらの各州法はそれぞれ独自に定められているが、実質的にはよく似た内容の州法となって

いる。 

○例えば、イングランドにおいては、1979 年または 1994 年に航空機、船舶及び列車の検疫に関

する法がそれぞれ下記の名称で定められていたが、 

 The Public Health (Aircraft)Regulations 1979 

 The Public Health (Ships) Regulations 1979 

 The Public Health (International Trains) Regulations 1994 

その後、2007 年に航空機及び船舶に関するそれぞれの法は統合、その後修正され、「The Public 

Health (Aircraft and Ships) (Amendment)(England) Regulations 2007」（以後、「現行法」と称する）

となって現在に至っている。 

○現行法は、2013 年に「Health Protection（Ships and Aircraft）Regulations 2013」への改正を進めて

いたが、西アフリカ諸国のエボラ出血熱の流行と重なってしまったため、試案（ドラフト）止

まりで改正には至らなかった。 

○なお、国際保健規則（IHR：International Health Regulations2005）については、州ごとではなく、

国として批准している。 

 

２）国内他法令との関係について 

○我が国では、水際対策を検疫法により、国内感染症対策を感染症法によってそれぞれ実施して

いるが、英国では、我が国における検疫法のような検疫業務を単独で規定する法律はなく、水

際対策及び国内感染症対策は１）に記した法令体系により一体化されて実施している。 

 

３）国及び地方自治体との関係について 

○検疫における対応については、国の機関である DOH の指示の下に、各州の公衆衛生施策の執行

機関である公衆衛生部門（例えば、イングランドでは PHE であり、所在はヒースロー空港内で

ある。）がその対応に当たることとなっている。（図１～３参照） 
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○国に属する税関職員が、税関業務をはじめ、全般的な検疫検査業務も行っている。現在、税関

が常設可能な海港は、1,200 箇所程度となっている。現行法において、税関職員について規定さ

れている。 

○IHR の担当組織は LA である。LA は医師（医務官）を有し、船舶の衛生検査を行い、PHE と協

力して活動する。 

○現行法により、LA に様々な権限が与えられている。保健当局は、LA と規定されている。 

○各港（Port）は独立しており、LA に属している。 

○PHE は実行部隊で専門性の高い組織ではあるが、IHR の担当組織ではなく、医療行為は行わず

サポートを行う立場である。 

○PHE の医師（医務官）は、公衆衛生医師である Inspection Doctor としての役割を有し、医療行

為は行っていない。（PHE の医師に対する感染症の診療トレーニング等もない。） 

○有事の場合は、PHE が LA の医師に協力依頼を要請するとともに、医療が必要な場合は、DOH

の所掌業務である国民保健サービス（NHS：National Health Service）を利用して疑い患者の搬送

及び治療等を行っている。 

○なお、空港や海港における検疫対応については、各州内にある LA の職員が、質と柔軟性のバ

ランスを考慮して行っている。食糧や動物も、LA が管轄している。 

○船舶衛生検査業務については、WHO に登録した海港に、当該業務のための職員を配置して行っ

ている。 

○世界大戦中の公衆衛生研究所（Public Health Laboratory）が現在の BSL4 であり、英国内に複数

点在している。 

 

４）検疫空港及び検疫港について 

○国内に存在する空港又は海港は、全てが検疫対象の場であり、日本の検疫空港及び検疫港とい

う概念は存在しない。 

○IHR 規定上の指定港であっても、これに関係なく同じ活動を行っている。４国際空港（Heathrow, 

Gatwick, Manchester, Birmingham）のみが EU 外とも行き来のある空港となっているが、法令上、

検疫空港という特別な規定によりそのようになっているわけではない。ただし、テロ関連のリ

スク評価については、IHR 規定上の指定港で行われている。 

 

５）検疫対象感染症について 

○かつての関係法律である「Public Health Act1984」には、検疫感染症としてペスト、コレラ、回

帰熱、天然痘及び腸チフスが規定されていたが、現行法では、検疫感染症に関する限定的な記

述が無くなっている。 
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○現行法において、「感染症」とは、性病又は結核を除く感染症若しくは伝染性疾患であることが

定義されている。 

○感染症は、すべて感染症管理コンサルタント（CCDC：Consultants in CommunicableDisease Control）

である医師が対応する。 

○空港で感染症罹患者が確認された場合は、指定の救急車で医療機関へ搬送される。 

○PHE への通報の多くは、救急隊の判断で行われている。 

○また、検疫対応としてベクターによる感染症とそれ以外の感染症においても、法令規定に差は

ない。 

○結核患者が治療薬を内服していない場合は、服薬遵守のために病院へ送ることができる。（Public 

Health Act 1984） 

○イングランドでは、結核罹患者の 70％は他国からの移住者であるが、現在は国境でのスクリー

ニングは行われておらず、医療設備もない。 

 

６）入国時の検疫対象について 

○入国時の検疫対象としては、“ヒト”を対象にした検疫ではなく我が国と同様、箱物（航空機、

船舶）に対しての検疫を行っており、また航空機や船舶経由で入ってきた物（動物、食品）に

ついても全て検疫を行っている。 

 

７）検疫方法について 

○空港及び海港における検疫は、IHR の規定に準じた到着前の通報（我が国の検疫前通報の内 

容と同じ）の内容により対応している。（図４～５参照） 

すなわち、通報内容に記載された有症者の有無の情報等をもとに、医療を要する者がいれば、

航空会社や船舶代理店が契約している医療部門に連絡をし、そこから救急隊が対応し、NHS も

しくは病院へ搬送する。 

○入国カードによる入国時の健康確認は行っていない。（図６参照） 

○ブース検疫のような方式は行っていない。 

○また、サーモグラフィー機器は全く使用していない。かつてのエボラ出血熱のアウトブレイク

時においても、有症者に検温は実施したが、サーモグラフィー機器は使用せずに深部体温の検

温のみ実施した。その理由は、費用対効果で効果が低いとの結果が、PHE において確認されて

いるためとのこと。（参考資料(７参照） 

○事前情報をどう取り扱うか（例乗客の情報を有事の際にどのように取得するか等）は、手順

（SOP：Standard Operation Procedure）通りに対応している。（No power on detention, No power on 

disinfection.） 
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○平時は、有症者を救急隊が搬送する。必要に応じて PHE にも連絡はあるが、ほとんど連絡はな

い。報告は救急隊の判断となっている。 

○空港での診察・検査は医師のみが実施するが、それ以外の検疫業務は医師である必要はない。 

 

８）有事検疫体制について 

○法令的には、検疫体制の規定は、平時と有事で変わらない。 

○平時から有事への移行は、国務長官（国家保健長官）が PHE の執行役員に命令を下せば移行可

能である。有事の対応内容は、国の政府に属する首席医務監（CMO：Chief Medical Officer）が

PHE に指示する流れとなっている。 

○リスクの状況に応じて対応の強化等、柔軟な対応を行っており、有事対応は国際的に懸念され

る公衆衛生上の緊急事態（PHEIC：Public Health Emergency of International Concern）が宣言され

たような状況の際にはあり得る。 

○事例として、エボラ流行時は、CMO が有事対応における対策を指示していたが、「発熱の有無

を確認する」などの大まかな指示のみであって、実際にどのように対応するのかは、各港の担

当者の裁量に任されている部分が大きい。 

○有症者が確認された場合は、症状による評価後に隔離又は特別な輸送で専用の医療機関へ搬送

する。 

健常者にはスクリーニングがあり、必要に応じて隔離の対象となる。 

医療機関への搬送と隔離については、現行法で規定されている。 

○感染危険の高い疾病への対応時には、国の機関から通知等による各州の公衆衛生部門への指示

の下、状況に応じた対応を行う。 

○有事の際は航空機のクルーや税関職員等がトレーニングを受けて、乗客をスクリーニングする

こともある。 

○機内検疫等で航空機を待機させることは、空港のビジネス上の観点から非常に難しく実施して

いない。 

○現行法において、コレラ、天然痘又はウイルス性出血熱の場合は、各感染症に定められた期間

のサーベイランスを実施することが規定されている。 

○接触者の追跡調査は、現行法における根拠規定がなく、法的な支援が不足しているため、ほと

んど実施できていない。 

○隔離措置は、現行法では規定されているものの、人権的な問題もあることから、実質的には実

施されていない状況である。隔離を行う場所も明確には規定されていない。 

○2016 年のジカウイルス感染症の流行の際は、LA が現場対応した。 
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○エボラ出血熱対応における英国の教訓 

① アウトブレイク以前の指揮系統の不備 

② 適切な対応が不可能：隔離は人権的な問題から実施が困難であった。 

③ 知識の集約の不備：感染地区や感染者、起こりうる脅威に対する迅速な情報収集ができ

ていなかったことから、迅速な介入、適切な事務処理、訓練した人材の派遣、訓練計画

の策定、物資の調達、個人防護具の確保等を行う必要がある。 

 

９）トランジット客対応について 

○IHR では必要とされているが、現行法における規定がなく、航空機や船舶において、トランジ

ットの乗客に対する検疫は行なっていない。 

 

１０）死体の解剖について 

○死体の解剖については、「Coroners and Justice Act 2009」の規定でなされており、検疫部門での

死体解剖は行われていない。 

 

１１）検疫区域の概念について 

○航空機及び船舶においては検疫区域という概念はなく対応されている。 

○船舶について、許可された港域内に到着できない場合は、LA が税関担当官と相談した上で、船

舶及び税関担当官に都合の良い場所への入港を指示できることが規定されている。 

 

１２）無線検疫について 

○有症者の情報については、我が国における検疫前の通報と同様の対応がなされているが、日本

が行っている船舶に対する無線検疫制度のようなものはない。 

○有症者に関する通報は、無線メッセージ、ファックス、電子メール又はその他の通信手段によ

り、到着の 4 時間以上 12 時間以内に、LA に送信することが規定されている。 

○なお、機内や船舶内に有症者がいる場合は、航空会社又は船舶代理店が、各社が契約している

医療部門に連絡し、到着後に救急隊が病院へ搬送する。 

 

 

１３）出国検疫について 

○患者の出国規制や出国先への情報提供等の出国検疫は、州の法令では規定されているが、実施

されていない現状である。 
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１４）港湾衛生検査及び船舶衛生管理について 

○衛生調査業務や船舶衛生管理業務は、IHR の考え方に準拠した法令に規定されているが、港湾

衛生調査業務については、現在行われていない。 

○船舶衛生管理業務については、LA の職員が実施している。（図７～８参照） 

○船舶衛生証明書の写しは LA が保持し、保持期間は発行日から 1 年間であることが規定されて

いる。 

 

１５）予防接種について 

○予防接種業務については、現行法の中で規定されていない。 

○ワクチン情報は渡航医学情報センター（NaTHNaC：the National Travel Health Network and Centre）

が提供しており、PHE は一協力機関となっている。 

 

１６）輸入動物について 

○輸入動物（哺乳類や鳥類等）については、現行法の中では規定されていないが、輸入動物全般

に対して検疫を行っている。 

○なお、動物の輸入禁止項目については、法的な取り決めはない。 

 

１７）その他 

ア ヒースロー空港について 

○空港は、1971 年まで『Aerodome』という言葉が用いられていたが、1930 年から『Airport』に統

一された。 

○ヒースロー空港の利用者数は、年間 7,500 万人に到達しており、年々増加傾向にある。（表１参

照） 

○事務室は入国審査エリアの奥に位置する。以前の PHE は、結核クリニックを主としており、1970

年代に現在の事務室等が建設された。その名残で、診察室にはトイレや X 線撮影装置が残って

いる。（写真１参照） 

○現在は、入国者が英国に半年以上滞在する場合は、渡航前のクリアランスが必要となっている。

結果として、海外のクリニックの視察も行っている。現在の“North West London Health Protection 

Team”は、2006 年から始まった。 

○通常の人員は３人体制（ヘッド、CCDC、オペレーションマネージャー） 

○PHE の Port Health のヘッドが Robert Sookoo 氏であり、その下に 6 人の Medical Inspector が所属

している。 
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○ヒースロー空港のヘッドは専任であるが、他の自治体は兼任となっており、必要に応じて呼び

出される仕組みとなっている。 

○Medical Inspector は、入国時に感染症や精神疾患、Medical Tourist（例 英国での出産を考えて

いる妊婦）等が確認された場合に、連絡を受けて診察する役目となっている。 

○ヘッドの下に、CCDC の Nicol Black 医師、オペレーションマネージャーの Sophia Masud 氏が配

属されている。 

○平時は、IHR の規定に基づき、年間 60 人程度の有症者について航空機（機長）からの報告が届

く。ブリティッシュエアウェイズやヴァージン・アトランティックのような大手の航空会社は、

直接契約している医療機関に連絡している。 

○ヒースロー空港では、症状に応じたリスクアセスメントに基づいて、有症者の対応を行ってい

る。（図９参照） 

○ヒースロー空港は、ターミナルが５箇所あり、広いため移動が大変である。 

○現在、Port Health を見直しており、2017 年 6 月には評価が終了するため、その後 PHE のオフィ

スを改装する予定があるとのこと。 

○改装後は、200 人のスタッフ（Intelligence, logistics, Potential Interaction 等の分野の職員）を現場

に配置することを計画中である。 

 

イ サウサンプトン海港について 

○客船タイタニック号が出港した港。（写真２参照） 

○Port とは海港のことであり、Harbor は入らない。（図１０～１１参照） 

○イングランドの港湾に入港する際は、WHO が設定した地域では入港許可証が必要となる。 

○港湾保健局（PHA：Port Health Authority）は地理的に規定されており、サウサンプトンの PHA

は、“Southampton City Council”と呼ばれる警察や消防署、保健所等を管轄する地方公共団体に属

している。（マンチェスターの PHA は 3 地方公共団体が関連している。）海港ターミナル内に

PHA の事務所等はない。 

○年間約 40,000 隻の船舶が入港し、このうちクルーズ船は 400～500 隻程度となっている。 

○有症者に関する報告は年間 5～10 件程度となっている。 

 

ウ EU関連について 

○EU 法及び加盟国に対する EU 指令は、検疫に関係していない。ただし、今後、英国は EU から

離脱する可能性があるため、離脱後は新たな法整備が必要となる。 

○EU 独自の取り組みとして、アテネ五輪でクルーズ客船（滞在ホテルとしても使用）が問題にな

ったため、2008 年以降に『EU SHIPSAN ACT』というプロジェクトが始まった。 
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船舶衛生に関する法律を各国から集めて、100 以上の最良項目をガイダンスとして紹介し、

ヨーロッパに入港する全船舶がこれに従うものとし、Medical Inspector のための訓練プログラム

も作成している。ただし、SHIPSAN は、厳密には IHR との矛盾があったとのこと。現在も継

続中である。 
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図１ ヒースロー港湾保健局組織図 
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図２ 英国における主な空港 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： World Airport Codes 
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図３ ヒースロー空港 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：阪急阪神ビジネストラベル 
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図４ 事前通報内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS（2005） 
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図５ 有症者報告様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS（2005） 

 

図６ 入国カード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  英国で入手した入国カードをスキャン 
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図７ 船舶衛生証明書様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS（2005） 

 

図８ 船舶衛生検査チェックリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS（2005） 
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図９ 症状別リスクアセスメント 
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出典：ヒースロー港湾保健局提供資料 
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図１０ 英国における主な海港 

出典： UK Ports 
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図１１ サウサンプトン海港 

 
出典： Southampton Map ＆ Guide 

 

表１ 英国内の国際空港における過去２年間の乗客数 

空港名 
乗客数 

2015 年 2016 年 

Heathrow Airport 73,442,000 人 75,006,000 人 

Gatwick Airport 38,217,000 人 40,396,000 人 

Manchester Airport 22,039,000 人 23,197,000 人 

Birmingham Airport 9,761,000 人 10,237,000 人 

出典： World Airport Codes 
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写真１ PHE Port Health（Heathrow Airport） 
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写真２ Southampton Seaport 
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                   左から Robert Sookoo 氏 

                      Nicol Black 医師 

                       Sandra Wastacott 氏 
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